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建設工事の適正な施工の確保について

このことについて、本道の建設業の健全な発展を促進する観点から、これまでも機会あ

るごとに建設業者団体等に通知していますが、この度、国土交通省不動産・建設経済局長

から「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」の通知があ

り、別紙のとおり建設業団体等に通知しましたのでお知らせします。

なお、本通知内容については、建設部建設管理課のホームページにおいて、お知らせし

ていますことを申し添えます。

○建設部建設管理課のホームページ

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/osirase.htm
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